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はじめに 
北陸信越運輸局では、飲酒運転・酒気帯び運転の防止について、機会あるごとに輸

送の安全、交通の安全確保のため道路運送法、道路交通法等関係法令の遵守を指導し

てきたところである。 
また、「飲酒運転ゼロ」を目標としている事業用自動車総合安全プラン２０２０の

最終年度であることも踏まえ、当局としても自動車運送事業者及び運転者においても

飲酒運転・酒気帯び運転の撲滅に対する再認識を強く求めているところである。 
しかしながら、令和２年４月から６月１１日にかけて、当局管内に営業所を置く貨

物自動車運送事業者において、飲酒運転及び飲酒運転の疑いのある事案が４件頻発し

たことを重く受け止め、北陸信越運輸局では令和２年６月２３日に事案防止の徹底を

図るため、運転者の飲酒傾向の把握を求めること等を内容とする「飲酒・酒気帯び運

転の防止について」（以下「注意喚起通達」という）を管内各トラック協会長あてに通

達し、傘下会員に対する指導を徹底するよう求めたところである。 
それにもかかわらず、事案の発生に歯止めがかからず、令和２年６月１２日以降１

０月までの間に５件の事案が発生し、非常に憂慮すべき事態となったところである。 
北陸信越運輸局では、このような貨物自動車運送事業における飲酒・酒気帯び運転

の発生状況を踏まえ、事業者による運転者の飲酒傾向の把握の状況など注意喚起通達

の浸透状況を確認するとともに、飲酒運転・酒気帯び運転の撲滅のための事業者の取

り組み状況を把握することにより、今後の対策を検討するため、令和２年１０月に「飲

酒・酒気帯び運転の防止に関するアンケート調査」を実施した。 
本アンケート結果は、Ⅱにとりまとめたとおりであるが、注意喚起通達は一定程度、

貨物自動車運送事業者に浸透していると考えられるものの、より一層かつ継続的な徹

底が必要である。また、事業者において実施されている飲酒運転・酒気帯び運転の撲

滅のための取り組みからは、行政、トラック協会、貨物自動車運送事業者、運転者だ

けではなく、運転者の家族等の協力を得た取り組みなど、他社においても参考となる

ものも認められる。各事業者においては、本アンケート結果を参考として取り組みの

充実を図っていただきたい。 
 また、貨物自動車運送事業者が取り組みの充実を図るうえで活用できるよう、Ⅲ

に示す「飲酒・酒気帯び運転防止のためのチェックリスト」を作成したほか、参考

となる情報をⅣにまとめた。これらも参考に飲酒・酒気帯び運転の撲滅が図られる

ことを期待する。 
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1 4月2日 木 1:04 新潟県
関東方面に向けて運行中、新潟県内の高速道路上で
警察の取り調べをうける。その際に、当該トラック
運転手の呼気からアルコールが検出される。

2 5月12日 火 7:55 群馬県

群馬県の高速道路のパーキングエリア内において駐
車中の別のトラックに衝突した。この事故による負
傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の
呼気からアルコールが検出されたため、道路交通法
違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

3 6月10日 水 6:45 福島県

福島県へ向けて運行中、福島県内の国道において路
外逸脱する事故が発生。この事故による負傷者はな
し。
警察の調べによると、当該トラック運転手の呼気か
らアルコールが検出される。

4 6月11日 木 17:00 石川県

福井県坂井市へ運行、荷卸し終了後、帰庫途中に白
山市で路外逸脱し、田んぼの用水路に落輪した。
事業者からの一報の際、警察の飲酒検知があったと
して連絡があった。

5 6月24日 水 4:22 新潟県
トラックが飲酒運転を行ったとして公安委員会から
の１０８条通知が運輸支局に届いた。

6 6月29日 月 9:30 石川県
コンクリートミキサー車が運転中、警察の検問をう
け、酒気帯び運転により検挙された。

7 8月11日 火 2:04 新潟県

左路肩の信号機に衝突した。運転者は二次被害防止
のためパーキングまで走行し、３：００ごろ警察、
事業者に連絡を行った。なお、事故の気持ちを落ち
着かせるためパーキングで飲酒したと申告。

8 9月25日 金 12:35 新潟県

20時に点呼をして出庫、コンビニで缶酎ハイを購入
飲酒し仮眠をとり1時ごろ出発、4時30分ごろ長岡市
のコンビニで缶酎ハイを飲んで運行配達、その後、
12時コンビニで缶酎ハイ購入飲酒し運行、コンビニ
店員が警察通報、12時40分ごろ警察から営業所に危
険運転の連絡があり、営業所から運転者へ待機する
よう指示し、その後、待機場所で警察に検挙され
た。

9 10月5日 月 0:40 新潟県

道の駅から退出しようとしたところ、縁石に乗り上
げる事故を起こし、現場処理の警察官が運転手の臭
いに気づき、検査したところアルコールが検出され
逮捕された。

当時の状況

令和２年度　管内に営業所を置く貨物自動車運送事業者の飲酒運転及び疑いのある事案

発生日 曜日 時刻 発生場所
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参考（注意喚起通達） 
北信交貨第６３号  
北信交監第５８号  
北信技保第１４号  
令和２年６月２３日 

 
管内各県トラック協会会長 殿 

 
                              

自動車交通部 長      
 

自動車技術安全部長     
 

 
飲酒・酒気帯び運転の防止について 

 
飲酒運転の防止については、これまでも機会あるごとに輸送の安全、交通の安全確

保のため道路運送法、道路交通法等関係法令の順守を指導してきたところである。 
しかしながら、今般、別紙のとおり、管内に営業所を置く運送事業者の飲酒運転等

が相次いで発生しており、飲酒運転ゼロを目標としている事業用自動車総合安全プラ

ン２０２０の最終年にこのような事態は甚だ遺憾である。 
当局としては、飲酒運転等を行った運転者の所属する営業所に対して、厳正に対応

していくところであるが、運送事業者及び運転者においても飲酒運転の撲滅に対する

再認識を、今一度強く求めるところである。 
ついては、飲酒運転等の防止を図るため、貴協会傘下会員に対して下記事項を指導

徹底されたい。 
 

記 
 
１ 運転者に対して、プロドライバーとしての使命を自覚させ、飲酒・酒気帯び運転

の行為が社会的に許されないことを恒常的に教育すること。 
 
２ 運転者の飲酒の趣向を把握し、業務中における飲酒の禁止について強力に教育す

ること。 
 
３ 運行管理者等は、点呼の重要性を再認識するとともに効果のある点呼を実施し、

運行中の休憩場所を指定する等、適切な運行管理を行うこと。 
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参考（注意喚起通達） 【別紙】

死亡 軽傷

1 2020/4/2 木 1:04 新潟県 0 0

新潟県に営業所を置くトラックが関東方面に向
けて運行中、新潟県内の高速道路上で警察の
取り調べをうける。その際に、当該トラック運転
手の呼気からアルコールが検出される。

2 2020/5/12 火 7:55 群馬県 0 0

新潟県に営業所を置くトラックが運行中、群馬
県の高速道路のパーキングエリア内において
駐車中の別のトラックに衝突した。この事故に
よる負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転
者の呼気からアルコールが検出されたため、
道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮
捕された。

3 2020/6/10 水 6:45 福島県 0 0

新潟県に営業所を置くトラックが福島県へ向け
て運行中、福島県内の国道において路外逸脱
する事故が発生。この事故による負傷者はな
し。
警察の調べによると、当該トラック運転手の呼
気からアルコールが検出される。

4 2020/6/11 木 17:00 石川県 0 0

富山県に営業所を置くトラックが福井県坂井市
へ運行、荷卸し終了後、帰庫途中に白山市で
路外逸脱し、田んぼの用水路に落輪した。
事業者からの一報の際、警察の飲酒検知が
あったとして連絡があった。

当時の状況

令和２年度　管内に営業所を置く事業者の飲酒運転が疑われる事案の発生状況

発生日 曜日 時刻 発生場所
死傷状況
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Ⅰ．アンケートの実施方法 
１．調査の目的 
  貨物自動車運送事業者における飲酒・酒気帯び運転の防止に関する取り組みとし

て、所属する運転者の飲酒傾向の把握状況、把握後の飲酒傾向及び運転者への指導

状況を確認し、今後の指導のための参考とするもの。 
  なお、当該アンケートの回答内容を確認したことにより、監査を実施する等、ア

ンケート対象事業者が不利益を被ることのないよう十分配慮した。 
 
２．アンケート調査を行う事業者の選定 
・管内４県それぞれにおいて、無作為に抽出した貨物自動車運送事業者５０営業所

を対象として調査した。 
・休息期間等の運転者の飲酒状況を確認したいため、霊柩、急便、特積、一般廃棄

物事業者は除外した。 
・営業所選定の際は、協会会員、会員外にかかわらず、大企業、中小企業を特定の

事業者に偏らないように実情に応じて選択した。 
 
３．アンケート調査を行う事業者への通知及び回収 
・別添通知文とアンケート調査票及び返信用封筒を同封し営業所に郵送した。 
・回答については、各運輸支局に郵送により報告することとした。 
・当該調査に際しては、各運輸支局の輸送・監査部門及び検査整備保安部門が連携

のうえ実施した。 
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（アンケート依頼文書） 

〔別 添〕 

令和２年 月  日 
 

各運送事業者営業所長 あて                              

 
各運輸支局長     

 
 

飲酒・酒気帯び運転の防止に関するアンケート調査協力依頼について 
 
 
日頃より、運輸行政にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 
さて、今年度は、事業用自動車総合安全プラン２０２０の最終年であるにもかかわ

らず、管内に営業所を置く貨物自動車運送事業者の飲酒・酒気帯び運転が多数発生し

たことから、令和２年６月２３日付け「飲酒・酒気帯び運転の防止について」により

通達し、かかる事故の防止を図っているところですが、その後においても飲酒・酒気

帯び運転に歯止めがかからない状況となっています。 
これまで、事業用自動車の飲酒・酒気帯び運転の発生状況に鑑み輸送の安全確保の

ため貨物自動車運送事業法等関係法令の遵守について、協会や運輸支局を通じ通達し

てきたところですが、飲酒・酒気帯び運転の撲滅のためには、各事業者が主体的に運

転者に対する指導教育や対策を行っていただくことが不可欠であると思慮しており

ます。 
つきましては、御社営業所の運転者の飲酒傾向等に係る状況を調査し、今後の飲酒・

酒気帯び運転の撲滅に向けた取り組みの参考としたいため、別紙アンケート調査にご

回答いただき、10 月 30 日（金）までに同封しました返信用封筒にて郵送をお願いい

たします。 
なお、当該アンケートの対象事業者の選定にあたりましては、事業者を無作為に抽

出しております。また、回答内容により監査の実施や不利益を被ることはありません。 
 

 
 
 
 
 
 
 

アンケート調査に関する問合先 
○○運輸支局○○部門 担当○○ 
電話 ○○〇－○○○－○○○○   
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（アンケート調査用紙） 

運転者の飲酒傾向把握状況に関するアンケート 
 回答は、人数又は、該当する部分に○印を付けてください。 

記入欄が不足する場合は、本アンケート裏面に記載願います。 
 

 問１ 貴営業所に在席する選任運転者数を教えてください。 

            人 

問２ 貴営業所の選任運転者の飲酒の程度を把握されているか教えてください。 

   ・全運転者について把握している 

 ・一部運転者について把握している（    人） 

   ・特段把握はしていない⇒問５以降についてご回答ください 

問３ 把握した時期はいつですか。 

   ・運転者の採用時等に把握した 

・令和２年６月の飲酒防止通達を受けて把握した 

   ・本アンケートを受けて把握することにした 

問４ 把握している運転者の飲酒の程度を教えてください。 

区  分 １週間の目安 把握運転者数 

飲まない（全く飲まない） ０日の飲酒 人 

たまに飲む（懇親会等の付き合い程度） １日程度の飲酒 人 

時々飲む（懇親会等の付き合い程度と休日に飲酒） ２～３日程度の飲酒 人 

よく飲む（晩酌をする方である） ４～５日程度の飲酒 人 

毎日飲む ６日以上の飲酒 人 

問５ 運行中の休息期間におけるトラック内での飲酒の状況を把握していますか。 

   ・把握している 

   ・把握していない⇒問８以降についてご回答ください 

問６ 運行中の休息期間中にトラック内で飲酒している運転者数を教えてください。 

           人 

問７ 運転者に対して、運行中の休息期間におけるトラック内での飲酒の方法等について指導をし

ていますか。 

   ・指導している 

（指導の具体的な内容を記入ください） 

 

 

   ・特段の指導は行っていない 

問８ 過去１年以内に対面点呼時において飲酒の数値があった運転者数を教えてください。 

   ・のべ     人 

   ・飲酒数値の出た運転者はいない 

問９ 貴営業所若しくは貴社全体での飲酒運転防止に対する具体的な取り組みがありましたらご

記入ください。 
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Ⅱ．トラック運転者の飲酒傾向の把握状況に関するアンケート結果

・各県５０営業所にアンケートを送付し、
回答のあった営業所数及びその運転者
数を示す。なお、営業所からの平均回
答率は、７５．５％であった。

・運転手の飲酒程度を把握しているとし
た営業所は、約９割である。

　把握している　８７％
　一部把握　　　　６％
　把握してない　　７％

・飲酒の傾向について、採用時に把握
する割合は８割以上。（82.8％）

・飲酒防止通達（9％）及び飲酒アン
ケート通達（8％）を受けて、飲酒の把握
が行われていた。

・毎日飲酒する運転手が１割以上いる。
（11.8％）

・毎日飲む、よく飲む飲酒趣向者は３割
近くいる。（27.7％）

・飲まない運転手は３割近くおり、飲ま
ない・たまに飲むでは約半数となる。
（51.0％）

38

38

33

42

810

629

579

417

0 200 400 600 800 1000

新潟

長野

富山

石川

問１ 営業所に在籍する運転者数

営業所数 運転者数

総回答事業者数 151 総運転者数 2435人

33

35

26

37

131

1

3

3

2

9

4

0

4

3

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟
(n=38)

長野
(n=38)

富山
(n=33)

石川
(n=42)

局計
(n=151)

問２ 選任運転者の飲酒の

程度を把握しているか

把握している 一部把握 把握していない

27

32

19

33

111

5

1

5

1

12

2

2

3

4

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟

(n=34)

長野

(n=35)

富山

(n=27)

石川

(n=38)

局計

(n=134)

問３ 把握した時期はいつですか

運転者の採用時に把握

令和２年６月の飲酒防止通達を受けて

本アンケートを受けて

144

200

109

119

572

160

168

63

73

464

142

108

94

83

427

120

95

49

59

323

85

46

74

34

239

1

0

0

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟

(n=652)

長野

(n=617)

富山

(n=389)

石川

(n=371)

局計

(n=2029)

問４ 把握している運転手の飲酒程度を

教えてください

飲まない たまに飲む 時々飲む

よく飲む 毎日飲む 把握せず
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・運行中の休息期間におけるトラック内
での飲酒に対する指導をしている営業
所は、７割に満たない。

飲酒指導
　している　63.7％
　してない　36.3％

・点呼時における飲酒検知は、極わず
かではあるが発生している。
（のべ35人）

・9割近くの営業所は、運行中の休息期
間におけるトラック内での飲酒の状況に
ついて把握している。（86.5％）

・運行中の休息期間にトラック内で飲酒
をしている運転者数は少ない。
（アンケートの運転者割合2.9％）

26

32

27

37

122

8

3

5

3

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟

(n=34)

長野

(n=35)

富山

(n=32)

石川

(n=40)

局計

(n=141)

問５ 運行中の休息期間におけるトラック

内での飲酒の状況の把握

している していない

21

19

17

22

79

10

8

12

15

45

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟

(n=31)

長野

(n=27)

富山

(n=29)

石川

(n=37)

局計

(n=124)

問７ 運行中の休息期間におけるトラック

内での飲酒に対する指導

している していない

9

17

5

4

8.75

0 5 10 15 20

新潟

(n=810)

長野

(n=629)

富山

(n=579)

石川

(n=417)

局平均

(n=2435)

問８ 過去１年の対面点呼時において飲

酒の数値があった運転者数

3.5%

4.6%

2.5%

0.8%

2.9%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

新潟

(n＝576)

長野

(n＝524)

富山

(n＝442)

石川

(n＝363)

管内

(n＝2022)

問６ 運行中の休息期間にトラック内で飲酒

している運転者数（問５で把握しているとした

営業所の運転者を母数としてその割合も表

示した）

（２０人）

（３人）

（５８人）

（１１人）

（２４人）
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問７・問９の自由記載欄の主な取り組み事例 

●日々の取り組み 

・点呼時における前夜の飲酒の把握 

・点呼時における前夜の飲酒量及び就寝時間の把握 

・アルコール習慣者のリストを作成し、アルコール検知撲滅カードを帰宅時に携行

させて注意を促す。 

 

●定期的に行う運転者に対する指導教育 

・乗務前日の飲酒禁止や休日のみの飲酒指導 

・飲酒運転の危険性と同時に自身の健康管理に重要性の指導 

 

●職場の規則、ルール 

・運行途中は、休息期間であっても飲酒は禁止 

・飲酒に関するルール、休息期間の厳守等について、年 2回の表彰制度 

・点呼の際、アルコールが検出された場合は安全手当を不支給 

・飲酒運転禁止に関して就業規則への明文化及び家族連名による誓約書を提出 

・飲酒・酒気帯び運転を行わない旨の念書、宣誓書、誓約書を提出、宣言の発表等 

 

●その他 

・泊まり運行の廃止 
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

1 飲酒時間の指導、休息時間の厳守 年２回の表彰制度

2
点呼時、運行中の飲酒厳禁を伝えタブレットに
よるアルコールチェックを行う

毎年１２月に飲酒の危険性についての指導を
行う。飲酒事故等情報の都度掲示し周知する

3 運行中の飲酒の禁止 運転者教育時にリーフレット使用

4
毎年の安全会議にて指導。トラック協会の通達
と併せて7月に実施した

就業規則の禁止事項に明記。全運転者から飲
酒酒気帯びをしない念書の提出。社内の事故
防止運動へ飲酒運転防止を入れこむ。

5
点呼時確認、社内規則にて運行途中の飲酒を
厳禁とし、適宜車内確認を行っている

毎年、飲酒運転防止マニュアルを使用した指
導監督を行い、全社員に飲酒運転防止誓約書
を作成

6
点呼時数値が出た場合、0になるまで待機。安
全手当を支給しない。中間点呼時にアルコー
ルチェックを行う。

7 飲酒運転をしないための宣言を発表する

8 禁止している 泊まり運行の廃止

9 勤務中は飲酒厳禁を指導

10
運行中は休息期間であっても一切禁止として
いる

点呼時に昨夜の飲酒量と就寝時間の報告

11 勤務時間内、休息時間での飲酒の禁止を指導
乗務員への定期的な出勤時間を定める。運行
中の休息も勤務中であると教育している。

12 飲酒禁止
以前出発前のアルコールチェックで数値の出た
ものがいた。その際厳重注意を行い以後起こさ
ぬよう対策を考えた。

13 点呼での確認、アルコールチェッカーの活用

14 点呼時の指導

15 就業規則による運行中の飲酒の禁止
平時運行中の禁酒、コロナ禍でアルコール
チェックを見合わせているが、飲酒事案がある
ことを周知し注意喚起を行っている。

16
朝酒の臭いがした場合はタクシーで自宅に帰
すと運転者及び他従業員と約束している。

17 長距離運行がないため指導無し

毎月安全運転協議会を実施し運転者教育を実
施。重大事故に直結し被害者やその家族の人
生を狂わせるかもしれない飲酒運転、毎月の
運転者教育の中で繰り返し飲んだら絶対に運
転しないを皆で守ろうと確認し合っている。

18 社内ルールとして「業務中の飲酒禁止」を指導
飲酒摘発事例について、
１．朝礼・点呼時に注意喚起
２．新聞記事をドライバー休憩室に掲示

19
トラックへのアルコール類の持ち込み禁止。乗
務中、禁中の飲酒禁止

乗務中、勤務中の飲酒禁止。飲酒は休日前
に。

20 ダンプ運転なので休息中は飲酒はしない。
点呼時にアルコールチェックを全員に対面にて
実施している。
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

21

県内地場配送が業務であり、たとえ昼食時に
飲酒したとしても業務終了時のアルコール
チェックの点呼結果に出てしまう。業務中の飲
酒はあり得ない。

始業、終了点呼時のアルコールチェックの結果
がレシートで出るので、それを日報にホチキス
で添付するのが社内規則。平日の飲酒は軽く
飲む社員がほとんど。

22
日中運行(8時から17時)なので休息時間の深
酒は注意するよう指導している。

会社行事はタクシー手配、ハンドルキーパーの
確保、パンフレット配布

23

過去の飲酒事故の事例を挙げながら運行中は
休息中を含め飲酒禁止を徹底するよう指導し
ている。また、年に1度警察を招いて飲酒運転
の危険性の講習を行っている。

過去の飲酒事故の事例を挙げながら運行中は
休息中を含め飲酒禁止を徹底するよう指導し
ている。また、年に1度警察を招いて飲酒運転
の危険性の講習を行っている。

24 点呼時に毎回飲酒禁止を強く伝えている
安全教育時に必ず飲酒運転の危険性と自身
の健康管理につながることを項目としている

25
運行中の休息期間中は飲酒を行わないよう指
導している。

翌日の運行がある場合は運行に支障が無い
程度に飲酒をとどめておくよう指導している。

26
飲食店やトラック内での飲酒を行わないよう。
十分な休息期間がとれることを確認してから。

運行中の休息期間でも飲酒をしないよう指導

27
飲酒運転防止対策マニュアル等により教育、
指導

28 運行中の飲酒禁止
全乗務員へアルコールチェッカーを持たせ自宅
出発前に計測している。

29

・県内外の飲酒運転に起因する交通事故事例
の周知及び注意喚起。
・就業規則への明文化と家族連名での誓約書
の提出。

30
日勤業務で中長距離の運行はないが、休憩休
息におけるトラック内での飲酒は絶対に行わな
いこと

運行前、運行後のアルコールチェック。　点呼
時における昨晩の飲酒のヒアリング。

31 簡易アルコールチェック器の音を聞いて確認。

32 運行中の飲酒はどのような時でも禁止 点呼時の数値確認で定期的な指導。

33

・入社時教育にて償いの日々・手記を読ませて
いる。
・ニュース等で知った飲酒による事故等を共有
している。（朝礼時、ドライバーミーティング時）

・日頃から飲酒する乗務員とはアルコールに対
する（晩酌のしかたや量等の情報）会話を行っ
ている。
・年に数回は飲酒運転の防止対策強化に伴う
アルコール検知器の運用に関する内規を読み
上げる（ドライバーミーティング時）

34 個人個人の意識が高いため特にしていない。

35 禁止 乗務前日の飲酒は禁止にしている。

36
作業日前日の飲酒は控えるようにと、飲んだ場
合は最低８時間以上はあけてください。

37 携帯用アルコールチェッカーにて点呼

38 アルコール分解時間、飲酒運転の厳罰化等
一通りの社員教育を行うほか、被害者・加害者
の手記等を使用。
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

39
就業規則において就業中の休息について飲酒
は禁止としています。

入社後から定期的に学習会を行い、飲酒する
際の注意喚起をしています。　また、週末の飲
酒の仕方への呼びかけも毎週しています。

40 飲酒運転は解雇

41 特になし

42 運行中は休息でも飲酒禁止

出勤時のアルコールチェック、月間ミーティング
で毎日飲酒、飲酒量の議題にて話し合い飲酒
事故（多方面など）が発生した場合の情報共
有。

43 基本的に運行中は飲酒を禁止としています。

44
１単位で４時間以上時間をあけるように指導し
ている。

・点呼の時など注意を促している。
・ミーティングにて口頭で注意している。

45 運行中の飲酒は禁止
・アルコール習慣者のリスト化
・アルコール検知撲滅カードを帰宅時に携行し
て注意を促す。

46
運行中の休息期間におけるトラック内での飲酒
禁止

・毎年１０月「飲酒運転根絶に対する私の宣言」
という誓約書を全従業員が提出
・（公私共に）懇親会等アルコールを摂取する
可能性のある催しに参加する際は、乗用車の
使用を禁止。

47
出発時のアルコールチェックに影響の出ない１
単位程度（宿泊を伴う場合のみ）

安全部会や点呼時の呼びかけ

48

・0.15ｍｇ/ℓ未満の場合は再測定を行い、0.00
ｍｇ/ℓになるまで乗務させない。1時間後に0.00
ｍｇ/ℓ超えの場合は始末書提出。
・0.15ｍｇ/ℓ超えの場合はその日に乗務させな
い。該当者は始末書提出

49
月2回、年6回の指導監督指針12項目　　勉強
会実施時

50
運行中は休息期間であっても禁酒である事を
入社時に指導している。

飲酒運転の危険性についてＤＶＤを見せたり、
掲示物により毎日目に入るようにしている。

51
基本的に休息が発生する運行はないがアル
コール量と酒の抜ける時間等については点呼
時に指導している。

ＩＴ点呼を導入し完全点呼実施しており、アル
コール検知器による防止取組を行っている。

52
点呼時アルコールチェック　　就業規則による
懲戒処分等

53
乗り入れ先アルコール禁止とアルコールチェッ
カーの確認義務付け

アルコールに対する勉強会、アルコール検知に
よる反応がある場合の乗務停止と降車処分

54 休息を取る運行はなし
点呼時のアルコールチェック、「飲酒運転撲滅
ポスター」（社内発行）に署名・捺印で伺してい
る。　　社内での飲酒事案の共有

55 飲酒禁止
・ポスターの設置
・点呼時　吸気　顔色の把握

56
運行中の休憩期間であっても飲酒はしない様
厳しく指導している。
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

57 原則禁止

58
禁止の指導、帰所時のアルコールチェッカーに
おける確認

・出庫帰庫時のアルコールチェッカーによる確
認、不定時の確認（運行中）
・勤務前日における飲酒についての指導

59
一合＝４時間など運行管理講習会の話を利用
し指導しています。

・週に２回は休肝日を設ける様に伝える。
・荷物が危険物を配送しているので飲酒による
事故は社会的にも重大事故になることを意識
付けするよう伝えている。

60
日をまたぐ運行は当社にはないため、運行中
の休憩はあっても飲酒はさせない。

社内での飲酒量によってのアルコール消化時
間等の講習内で学び、自己管理の向上を行っ
ている。

61
点呼時に飲酒しないように指導したり、運転者
教育の際適正飲酒について指導する。

以前に他営業所にて、運行中の飲酒があり過
去事例として取り上げたり、資料を用いて指導
している。

62
運転手の飲酒の状態を把握していなかったた
め調査することにした。

63
休息時間内に確実にアルコールが抜ける量と
する。休息後の出発の際には携帯用アルコー
ル検知器で計測し電話点呼を行う。

飲酒量と体内滞留時間の関係についての周知
徹底および研修会への参加

64
・翌日まで残さない適正な量の指導
・就寝前の飲酒、喫煙、スマホ使用による睡眠
の質の低下等の指導

65 運行中の飲酒は禁止している。
・年末年始の会議などで指導
・ポスターなど掲示して注意を促している

66
長距離で確実に休息を取れる場所、時間（睡
眠時間）を確保した上で本数は1，2本のみとす
るよう指導している。（度数が強い酒は禁止）

67 側乗指導で会社の規則を説明

68
管理者による個別面談やドライバー研修会等
での指導

アルコール検知器の使用徹底とドライバーへ
の啓発広報活動

69 飲酒は禁止している。

70 安全会議等で周知徹底

71 運行が地場のみなので該当しない

72 勤務時間内は飲酒禁止

73
・アルコールチェック数値０．０５で設定してい
る。
・年1回、飲酒についての講習会を実施。

74 運行前日の夜9時以降の飲酒禁止

75 特になし

76 地場のみの運行
朝夕のアルコール検査の徹底。社内教育にお
いても定期的に指導している。

77
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

78
特になし。地場だけの仕事なので点呼の時の
確認だけで大丈夫だと思っている。

79
月1回の安全運転研修の中で飲酒して運転す
ることの怖さ危険さ悲惨さ社会的影響力の大き
さを周知徹底している。

80 日ごろから飲酒絶対に駄目と指導している。

81 飲酒はしないように指導している。

82
アルコールの分解に個人差はあるが2単位
（ビール５００ｍｌ2本）まで
アルコールチェッカーは何回か吹く

安全教育の取り組みの中で飲酒のワードを常
日頃から取り上げて個人の生活スタイルの中
で飲酒との向き合い方の改善に努めてもらうよ
うにさまざまな飲酒ワードをピックアップして教
育指導している。

83

前日飲酒により体調不良の場合は休みを取る
こと。
1日8時間、日勤のみの勤務のため、朝点呼
時、夕方終了時アルコールチェックを行ってい
る。

84 運行途中での飲酒は禁止
安全会議時に飲酒運転に対する注意喚起をし
ている。

85 飲酒量、経過時間 家族または大人の自覚

86
点呼時には仕事を終え帰宅するまでは絶対に
飲酒しないよう徹底している。

87 トラック内での飲酒を禁じている

88

目安としてアルコールの１単位を指導していま
す。運行中のトラック内での飲酒は深夜からの
飲酒を禁止しています。アルコールが抜け切れ
る休息時間を取れる時のみ許可しています。

89
１０ｔダンプに於ける仕事で、８：００～１７：００ま
での日中の業務なので、休息中に飲酒はでき
ません。

90 対面点呼を徹底している

91 事故事例がある時に注意喚起している。

92
アルコールチェック、出社時・退社時行ってい
る。

93
長距離運転手はゲコ３人の為全く飲酒していな
い。

もし、飲酒した場合は業務させない。飲酒する
事はまず無い。身体が受けつけない為。

94
特にありませんが、もし出退社時にアルコール
チェックで異常が出た場合は、ただちに倉庫業
務に配置をかえる。

95 トラック内での飲酒は、禁止している。

96
ＤＶＤ等での教育訓練を定期及び臨時で８Ｈ／
月以上行って、法令遵守の大切さ等を指導して
いる。

97 飲酒は厳禁です。 飲酒運転教育のみです。
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飲酒アンケートに関する自由記載内容

指導の具体的内容（問７に対する回答） 独自の飲酒防止の取り組み（問９に対する回答）

98 トラックでは飲まないように指示している

99
酒を飲む者には、アルコールが体からなくなる
時間の事を話をしています。

運転前と仕事終わりにアルコール検知器を
行っています。今回、別にコロナの事もあるの
で、体温をはかって書いています。

100 基本的に休息でも飲まない。１単位の量。
ミーティングがある度に、飲酒についての注意
をしている。

101

102 アルコール１単位での影響
乗務前点呼での飲酒検知時に前日のアルコー
ル摂取量をヒアリング

103 特になし（運転者が飲酒しないから）

104
年間指導教育計画書の作成及び記録簿の実
施により、参考資料に基づいて取り組みをして
います。

105
定期的に飲酒運転防止に関する内容を踏まえ
た内容で安全協議会を開催し、周知させてい
る。

106 休息期間は基本なし
出社８時間前までの飲酒となるよう指導してい
るのみです

107 お昼の休憩時間にあり得ない
弊社での長距離輸送はありませんが、朝礼で
は飲酒について適度な飲酒１日１単位、週休２
日を心がける様に指導している。

108
我が社は日帰り配送だけなので運行中の休息
期間はありませんが、飲酒する人にはなるべく
休日に飲むようにお願いしています。

運転者も高齢化していまして次の日にお酒が
残ることもあると思うので飲酒者には休日に飲
むようにしてもらっています。

109
掲示板でのポスター掲示や対面点呼などでの
啓発

110 勤務時間（休息時間含む）飲酒厳禁 夜１０時以降の飲酒禁止

111 車内のアルコール持込禁止 毎月の乗務員会議時に指導・教育している

112 飲酒の量に対して時間をおく

113 基本的に飲酒をしない事 点呼にてチェック

114

夜間定時走行（コース配送）につき２コース目
の積み込みと休憩をとって２コース目を走ると
いう走行形態なので到着時間があるため飲酒
する時間はありません

飲酒事故が起きる度に仕事中は絶対に飲まな
い、この様にはなりたくないと話しています

115
拘束時間も含めトラック内、他すべての勤務
中、休憩中の飲酒を禁止している

飲酒が習慣化している運転手は点呼時以外に
昼食後にも数値をチェックしている。他にも、す
べての運転手に対して不規則に抜き打ち検査
をしている。

116

基本、当日帰宅できる様に配送を計画してい
る。帰宅後も晩酌量を３５０～５００ｍｌ１本程度
とし８時間は必ず空けて出勤できる様飲酒の時
間も指導している。

117 社員教育指導で行っている。
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Ⅲ．飲酒・酒気帯び運転防止のためのチェックリスト 
項目 確認 

運転者の飲酒傾向の把握  
□ ●運転者の飲酒程度について、採用時に把握しているか。 

●運転者に対して、定期的に対面で飲酒程度、趣向を聴取し、飲酒傾向を継

続的に把握しているか。 
□ 

健康診断結果の活用 
 
□ 

●定期健康診断の診断結果により、アルコールの過剰な摂取による数値の変

動が比較的確認されやすい肝機能にかかる数値の確認を実施しているか。 

●定期健康診断の結果に基づき、運転者との対話の機会を設けているか。 □ 

 運転者の家族への協力体制 
 
□ 

●プロのドライバーとして飲酒による影響が運転に支障をきたすことのない

よう、運転者の家族に対して飲酒運転対策（節酒等）の協力を要請してい

るか。 
 確実な点呼の実施 

□ 
●特に運行途中における電話点呼の実施について、確実なアルコール検知器

の使用とともに、点呼時において運転者から休息期間中における飲酒の有

無、飲酒量、飲酒時間について聴取しているか。 

●電話点呼時において、アルコールの確実な検知に資するＩＣＴ機器の導入

を行っているか。 
□ 

 運行中における飲酒禁止への対応 

□ ●就業規則、服務規程に、運行途中の飲酒禁止、自動車内への酒類の持ち込

みの禁止等の規定を設定しているか。 

●飲酒・酒気帯び運転に対する指導教育は適切に実施しているか。 □ 

 点呼時における飲酒検知時の対応 
□ ●点呼時において、アルコール検知器による反応があった場合の対応につい

て、社内で取り扱いを定めているか。 

●点呼時において、アルコール検知器による反応が頻発する運転者に対して

アルコール依存症の可能性も含めて対応を行っているか。 
□ 

 ＰＤＣＡサイクルの活用 

□ ●運転者の飲酒に関する指導教育について、飲酒運転事例等を踏まえ、指導

方法の改善を常に実施しているか。 
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Ⅳ．参考 

○飲酒運転防止等やアルコール依存症に関する資料 

 

アルコール依存症治療ナビｊｐ 

簡単 2分でできるアルコール依存症 AUDIT（世界保健機構）チェックシート 

http://alcoholic-navi.jp/checksheet/ 

 

公益社団法人全日本トラック協会 

飲酒運転防止対策マニュアル（飲酒運転根絶に向けて） 

https://www.jta.or.jp/member/pf_kotsuanzen/inshuunten_boushi2020.pdf 

 

石川県トラックの広場 12 月号（トラック協会広報誌） 

Ｐ１７ 飲酒運転撲滅（チェック） 

https://www.ishitokyo.or.jp/pdf/2020/hiroba202012.pdf 

 

石川県トラック協会作成チラシ 

飲酒運転は絶対に「しない！」「させない！」 

https://www.ishitokyo.or.jp/news.php?t=202006301700 

 

国土交通省 

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督マ

ニュアル（P96～98） 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_honpen.pdf 
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